
平成１６年（2004年）１０月１５日 

総 務 委 員 会 資 料 

区 長 室 政 策 計 画 担 当 

 

中野サンプラザ取得・運営等事業の進捗状況について 

 

１ 売買契約の締結 

（１） 締結者 

売主 独立行政法人雇用・能力開発機構 

買主 株式会社まちづくり中野２１ 

（２） 締結日 

平成１６年９月２９日 

（３） 引き渡し予定日 

平成１６年１１月３０日 

（４） 売買契約書 

別紙１のとおり 

（５） 契約の主な内容 

① 売買代金 
    ５，２９４，８８６，５６７円 

（消費税１０８，０１６，５６７円を含む。） 

② 支払方法 
引き渡し時に代金の２割、平成１７年３月３０日までに残り８割を支払う。 

  ③指定用途 

    事業計画書のとおり（別紙２） 

 

２ その他の契約 

 今後、事業契約（賃貸借契約）、融資契約など必要な諸契約の締結を行なう。 

 

３ 引き渡し準備 

 売買契約の締結を受け、運営会社（株式会社中野サンプラザ）による財団職員の面接な

ど、引き渡しに向けて準備を開始した。 

 



別紙１ 
 

 

 

事業計画書 

 

１． 事業内容 

    新会社は、本施設の所期の建設目的・趣旨を尊重し、中野サンプラザが、中野区のまちの賑わいの中

心である中野駅周辺において重要な立地にあることを踏まえ、まちの賑わいと活性化に資するよう、公

共性ある運営を行わせる。 

    公共性ある運営の内容は、次のとおりとする。 

① ホール機能、宿泊機能、飲食機能等について、幅広い利用に供するものとする。 
② サンプラザ前広場を、一般の人が立ち入ることのできるオープンスペースとするとともに、イベ
ント等に活用する。 

③ 公共的なイベント等の多様な利用に配慮する。 
④ 採算性を前提としつつ幅広い利用に供しうるよう利用料金の設定に配慮する。 
⑤ 施設を、主として公衆の利用や店舗の用途に供することにより、地域振興等を含めた公益に資す
る多様な事業展開を行う。 

 

２． 事業計画 

    譲受け後、１０年間は上記事業を行う。 

 

３． 不動産利用計画 

    新会社は、当該施設を民間事業者に貸し付けまたは運営を委託し、上記の事業内容に基づいた運営を

行わせる。 

 

４． 用途指定期間 

    譲受け後、１０年間は上記事業内容の用途に供する施設として維持管理を行う。 

 

５． 職員の雇用 

    新会社は、中野サンプラザの引渡しに際し、全国勤労青少年会館（中野サンプラザ）で勤務している

正規職員のうち引き続き雇用を希望する者を民間事業者に雇用させる。 

 



 

                                                  別紙１ 
売買契約書 

 
売払人独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「甲」という。）と買受人株式会社ま

ちづくり中野２１（以下「乙」という。）とは、次の条項により甲所有財産の売買に

関する契約を締結する。 
 

第1条（信義誠実の原則） 
  甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 
第２条（売買物件） 
  甲が乙に売り渡す物件は別添売買物件一覧表のとおりとする。 

 
第３条（売買代金）                            
  売買物件の代金は、金５，２９４，８８６，５６７円（消費税１０８，０１６，５

６７円を含む）とする。 
 

第４条（即納金の支払）                        
  乙は、売買代金のうち即納金として金１，０５８，９７７，３１３円を、甲の発行

する請求書を受理した日から３０日以内に、甲の指定する金融機関に納付しなければ

ならない。但し、甲は平成１６年１０月３１日より以前に当該請求書の発信を行わな

いものとする。 
  
第５条（残代金の支払） 
 乙は、平成１７年３月３０日限り、第３条に定める売買金額から前条に定める即納

金を差し引いた金４，２３５，９０９，２５４円を甲の指定する金融機関に納付して

支払わなければならない。            
 
第６条（所有権の移転及び売買物件の引渡） 
  売買物件の所有権は、乙が即納金を完納したときに乙に移転する。 
２ 甲は、前項の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに売買物件を引き渡

す。 
 
第７条(売買物件の登記) 
  甲は、前条の規定により売買物件の所有権の移転が完了したときは、速やかに登記

承諾書その他登記手続に必要な一切の書類を乙に引き渡し、乙はこれにより売買物件

の所有権移転登記手続を行うものとする。 
２ 乙は、前項の規定により売買物件の所有権移転登記手続が完了したときは、遅滞な

 
 
 
 
 
 



 

く甲に通知する。 
 
第８条（権利の消滅） 
  甲は､売買物件に所有権以外の権利が存在するときは、これを第６条に定める所有

権移転の日までに消滅させなければならない。 
２ 前項の規定に関わらず、甲は、賃借権については、これを第６条に定める所有権移

転の日までに消滅させるよう努める義務を負うものとする。 
３ 前２項の規定に関わらず、公益法人３団体に係る賃借権については、平成１７年３

月３１日まで、乙の賃借人から転貸を受けて存続するものとする。平成１７年４月１

日以降の当該賃借権の存続については、乙と当該公益法人の協議によるものとする。 
 
第９条（危険負担） 
  乙は、本契約の締結の時から売買物件の引渡の時までにおいて、当該物件が甲の責

に帰すことのできない事由により滅失または毀損した場合といえども、甲に対して売

買代金の減免を請求することができない。 
 
第１０条（瑕疵担保） 
  乙は、本契約締結後、売買物件に数量の不足または隠れた瑕疵のあることを発見し

ても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求または契約の解除をすることができな

い。 
 
第１１条（公租公課の負担） 

第６条に定めるところにより売買物件の所有権が移転したときは、売買物件の所有 
権が移転したとき以後の公租公課を乙が負担する。 

２ 乙は、第６条に定めるところにより売買物件の所有権が移転するまでに、甲が売買

物件に対する公租公課を支払っている場合において、前項に定めるところにより乙の

負担すべき公租公課があるときは、乙の負担すべき公租公課相当額を、甲の発行する

請求書により、同請求書を受領した日から３０日以内に甲に支払わなければならない。 
 
第１２条（用途の指定） 

乙は、売買物件を、平成１６年１１月３０日（以下「指定期日」という。）までに 

事業計画書に記載した事業計画の内容（以下「指定用途」という。）に供さなければ

 ならない。 
２ 乙は、前項の指定用途に供したときは、そのことを直ちに甲に書面で通知しなけれ

ばならない。 
３ 乙は、売買物件を指定期日の翌日から１０年間（以下「指定用途期間」という。）、

指定用途に供しなければならない。ただし、事情の変更により、乙が指定用途を継続

することが困難な場合、甲の承諾を得て、指定用途を変更することができる。 

 
 
 
 
 
 



 

 
第１３条（所有権移転の禁止） 

乙は、売買物件について、指定用途期間満了の日までは、売買、贈与、交換、現物 
出資等により所有権を移転してはならない。ただし、乙が事情の変更により指定用途

を継続することが困難となり、売買物件の所有権移転について甲の承諾を得た場合に

は、この限りでない。 
 
第１４条（現地調査等） 
  甲は、第１２条の規定による指定用途の履行状況を確認するため、随時に実地調査

を行うこと及び報告若しくは資料の提出を求めることができる。 
２ 乙は、正当な理由なく前項の規定による実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

または報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 
 
第１５条（雇用の継続） 

乙は、財団法人勤労者福祉振興財団（以下「財団」という。）の正規職員で、売買 

物件の引渡日以降も雇用されることを希望する者を、当該引渡日に期間の定めのない

正社員として雇用するものとする。この場合、試用期間を設けてはならない。 
２ 乙は、前項の財団の正規職員の雇用を自ら行うことができない場合には、売買物件

の引渡日に、次の者（以下、まとめて「運営事業者等」という。）に当該職員を期間

の定めのない正社員として雇用させなければならない。この場合、試用期間を設けて

はならない。 
 （１）売買物件の運営を受託し、または賃貸を受ける者（以下「運営事業者」とい 
   う。） 
 （２）運営事業者の親会社または子会社 
 （３）運営事業者から直接物件の転貸を受け、または売買物件の運営を受託し若し 
   くは請け負う者 
３ 前二項の規定により、乙または売買物件の運営事業者等が財団の正規職員を雇用す

る場合の労働契約の内容は、当該職員の年齢、勤続年数、当該業務における経験等に

応じ、同程度の規模の同種事業を行う民間企業における正社員の一般的な水準による

ものとする。 
 
第１６条（違約金） 
  乙は、第１２条、第１３条または第１５条に違反したときは、次の各号に定めると

ころにより、甲に対し違約金を支払わなければならない。 
 （１) 第１２条第１項に定める義務に違反して指定期日までに売買物件を指定用途 
   に供さなかったとき、または同条第３項に違反して指定用途に供さなくなったと

   き（指定用途以外の用途に供したときは、次号による）は、金５２９，４８８，

   ６５６円。                                            

 
 
 
 
 
 



 

 (２) 第１２条第３項に定める義務に違反して、指定用途期間満了の日までに指定用
   途以外の用途に供したとき、または第１３条に定める義務に違反したときは、 

   金１，５８８，４６５，９７０円。 
 (３) 第１５条に定める義務に違反して、乙または売買物件の運営事業者等において
   雇用を希望する正規職員を雇用しなかったときは、金１，５８８，４６５，９７

   ０円。 
２ 乙が甲に対して前項に定める違約金を支払った場合は、その原因となった事実につ

いては、第２０条を適用しない。 
 
第１７条（契約の費用） 
  本契約の締結および履行等に関して必要な一切の費用は、全て乙の負担とする。 
 
第１８条（返還金等） 
  甲は、第２２条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還す 
る。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 
３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費、その他

一切の費用は償還しない。 
 
第１９条（原状回復の義務等） 
  乙は、甲が第２２条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日まで

に売買物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を

原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができ

る。 
２ 乙は､前項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期

日までに売買物件の所有権移転登記の承諾書等登記手続に必要な書類を甲に提出し

なければならない。 
３ 乙は、第１項但書の場合において、売買物件が滅失または毀損しているときは、そ

の損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなけ

ればならない。当該減損額には、経年劣化その他乙の責めに帰すべからざる事由によ

る減損は含まれないものとする。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与え

ている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 
 
第２０条（損害賠償） 
  甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の

賠償を請求することができる。 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

第２１条（返還金の相殺）   
  甲は、乙が第１９条第３項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務

があり、かつ第２２条の規定により甲が解除権を行使したときは、乙に対して返還す

る売買代金の全部または一部と相殺する。 
 
第２２条（契約の解除） 
  甲又は乙は、相手方が本契約に定める義務を履行しないときは、相当期間を定めた

上での催告後、通知により本契約を解除することができる。ただし、乙が第１６条に

基づき違約金を支払った場合は、甲は、その原因となった理由により本契約を解除す

ることができないものとする。 
 
第２３条（倒産申立権の不行使） 
  甲は、売買代金の全額が支払われた場合は、乙が甲を含む第三者に対して負担する

全ての債務が完済された日以後１年と１日が経過するまで、乙又はその財産について、

破産、特別精算、民事再生法上の再生手続き、解散、その他いかなる法的手続（将来

制定される倒産手続きを含む。）を、自ら申立ててはならず、第三者による申立に協

力してはならない。 
 
第２４条（責任財産の限定） 
  甲は、売買契約上の債権についての引当てとなる乙の資産が責任財産に限定される

ことに同意し、甲は乙の責任財産以外の資産に対して保全処分、強制執行を申し立て

る権利を予め放棄する。甲は、乙の責任財産がすべて換価・処分され、分配された後

に、甲の乙に対する権利・債権等が残存する場合には、甲はその残存する権利・債権

を放棄したものとみなす。 
２ 前項の責任財産は、第２条で定める売買物件とする。 
 
第２５条（裁判管轄） 
  本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所

 とする。 
 
第２６条（疑義の決定） 
  本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。 
 
第２７条（付属的明細事項等の合意） 
  甲及び乙は、第４条に定める即納金納付時までに、売買物件の引渡に伴う付属的明

細事項（付属物の扱い等）、売買物件に関する甲による表明保証、その他必要な事項

（既存賃借人の引継の有無、保険契約の切り替え等）に関し別途合意するものとする。 
 

 
 
 
 
 
 



 

この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 
 

平成１６年 ９月２９日 
 

甲 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地８ 
独立行政法人雇用・能力開発機構 
理事長         岡 田 明 久 

 
 
 
乙 東京都中野区中野四丁目１番１号 

                  株式会社まちづくり中野２１ 
                  代表取締役   大 島 一 成 
 

 
 
 
 
 
 



売　買　物　件　一　覧　表

物　件　の　所　在　地 家屋番号
土地又
は建物

地目又
は種類

構     造 数量（㎡） 適　  用

東京都中野区中野４丁目２－４８ 土地 宅地 9,529.79

東京都中野区中野４丁目２－４８ ２番４８の１ 建物 集会所 鉄骨・鉄筋コンクリー
ト造陸屋根地下３階
付２２階建

51,075.81

１階 4,314.18

２階 2,709.02

３階 2,097.17

４階 1,667.66

５階 2,051.88

６階 2,360.26

７階 1,751.62

８階 1,684.32

９階 1,674.65

１０階 1,427.00

１１階 1,601.62

１２階 1,566.70

１３階 1,730.91

１４階 1,333.86

１５階 1,309.44

１６階 1,089.73

１７階 927.33

１８階 889.23

１９階 858.99

２０階 800.09

２１階 766.52

２２階 155.97

地下１階 4,977.23

地下２階 6,066.94

地下３階 5,263.49

符号１ 監視所 鉄筋コンクリート造陸
屋根平家建

5.76
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